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自主回収報告制度の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社告 

・ホームページ 

・店頭告知   

     等 

 

① 食品衛生法違反・疑い 

② 食品表示法違反・疑い 

③ 健康への悪影響のおそれ 

特定事業者※ 

○自主検査 

→基準超過等を確認 

○消費者からの苦情 

  →自らの原因調査により問題

の確認 

自主回収 

 

決定 

 

県 

（保健所設置市） 

報 告 

 

○ 回収方法や再発防止

に係る助言・指導 

指 導 

情報提供（公表） 

③の回収情報をホームページ等に掲載 

周 知 

※特定事業者 

  食品等の製造、輸入、加工又は販売の事業を行う者であって、県内に事務所、事業所その他

の事業に係る施設を有するもの。 

※    部分は令和３年６月１日施行 

 

県ＨＰ 

・回収品の情報   ・回収の理由 

・回収着手等年月日 ・回収の方法 

・健康への影響   ・届出事業者 

・製造事業者    ・問い合わせ先 

 

期待される効果 

・健康被害発生のおそれのある食品等

の排除（迅速な回収の促進） 

・健康への悪影響の未然防止 

・健康被害の拡大防止 

 

    国 

国システム 

・回収品の情報   ・回収の理由 

・回収着手等年月日 ・回収の方法 

・健康への影響   ・事業者 

 

 

①、②の回収情報を国のシステムで公表 

情報提供（公表） 


